
拡大教科書希望調書拡大教科書希望調書拡大教科書希望調書拡大教科書希望調書

(1)(2)①②③

ある場合は在籍校名
( 1 )

(2)該当者は，必ず視覚障害視覚障害視覚障害視覚障害にににに関関関関するするするする専門医専門医専門医専門医のののの診断書若診断書若診断書若診断書若しくはしくはしくはしくは証明書及証明書及証明書及証明書及びそのびそのびそのびその和訳和訳和訳和訳をををを本調書本調書本調書本調書とととと併併併併せてせてせてせて提出提出提出提出すること。本調書の後，拡大教科書給与の可否を文部科学省にて決定し，別途連絡します。

日本国内において拡大教科書を使用していた者及び現在日本の拡大教科書の給与を受けている者

該当者で拡大教科書の給与を希望する者は，別途配付資料を熟読の上，以下太枠に必要事項を全て記入の上，文部科学省国際教育課庶務・助成係までFAX又はメールにて提出してください。

【提出〆切】　平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年１０１０１０１０月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（月月月月））））

【提出先】　文部科学省初等中等教育局国際教育課庶務・助成係

　　ＦＡＸ　　 ：　＋８１－３－６７３４－３７３８

　　Ｅ-ｍａｉｌ ：　ｋｏｋｕｋｙｏ＠ｍｅｘｔ．ｇｏ．ｊｐ

　

　※「平成２４年度前期拡大教科書希望調書（氏名）」を件名として提出すること。

対象児童生徒氏名
保護者連絡先（必ず連絡がつくもの）給与対象番号
保護者氏名平成24年度の学年 電話番号（国番号から）メールアドレス直近の給与年度・実績 (例)平成23年度後期/日本国内(○○県△市立◆小学校)給与希望教科名その他特記事項 (例)全教科/国語・算数

(例)国語以外は通常文字サイズの教科書を希望する。

ポイント数 (例)26ポイント/30ポイント

②に準ずる程度の視覚に障害のある児童生徒のうち，ほかの児童生徒に比べて通常の教科書の文字，図形等の視覚による認識に相当程度の時間を要する等学習に困難を来たす者であって，拡大教科書を使用することが教育上適当であると認められる者拡大鏡等の使用によっても通常の文字，図形等の視覚による認識が困難な程度の者（弱視者）両眼の視力がおおむね0.3未満の者又は視力以外の視機能障害が高度の者のうち，拡大鏡等の使用によっても通常の文字，図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度の者（視覚障害者）
提出提出提出提出〆〆〆〆切切切切　：　　：　　：　　：　平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年１０１０１０１０月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（月月月月））））

日本国内において拡大教科書を使用していた者及び現在日本の拡大教科書の給与を受けている者(1)以外の者で，以下のいずれかに該当する者（ただし，眼鏡等で視力を矯正しうる者を除く。）
「拡大教科書」とは，弱視児童生徒のために検定済み教科書の文字や図形を拡大等して複製し，図書として発行しているものです。拡大教科書の給与対象は，以下のいずれかに該当する者で，両眼両眼両眼両眼のののの視覚障害視覚障害視覚障害視覚障害によるによるによるによる者者者者のみのみのみのみです。
給与対象番号


